
 

茨城県猿島群境町の災害義援金の取扱終了について 

 

今般、下記災害義援金の取扱いについて、寄付先である自治体からの申立て

により、当初の予定より前倒しの１月３１日（当初の予定は３月３１日までの

取扱い）をもって終了することとなりましたのでお知らせいたします。 

同義援金の取扱いにつきましては、格別のご支援、ご協力を賜りましたこと

を厚くお礼申し上げます。 

  

記 

 

災害発生日 寄付先 取扱期間 

２０１５年９月９日 

（台風第１８号等） 

茨 城 県 

猿 島 郡 

（ 境 町 ） 

２０１５年９月１７日 

～ 

２０２２年１月３１日 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 


